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は

じ

め

に

宅
地
定
物
取
引
業
法
の
解
説

序
説

第

一　
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
制
定
及
び
改
正
の
経
緯
…
…
１２

第      第

一
~四

三 二 一
~二

一五 四 三 二

第

一
章
　
総
則

第

一　
法
律
の
目
的

第
二
　
法
律
の
対
象

な
お
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
書
の
解
説
中
で
意
見
に
わ
た
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
公
式
見
解
で
は
な
く
、
当
研
究
会
の
私
的

見
解
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を

一
言
お
断
り
し
て
始
く
。

最
後
に
、
本
書
の
刊
行
に
当
た
っ
て
は
、
住
宅
新
報
社
社
長
中
野
博
義
氏
及
び
同
社
出
版
局
理
事
押
見
信
夫
氏
の
格
別
の
ご
援
助

を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
、
厚
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

昭
和
五
十
七
年
六
月

宅
地
建
物
取
引
業
法
令
研
究
会
代
表

建
設
省
計
画
局
不
動
産
業
課
長

末
吉
　
興

一

一　
宅
地
及
び
建
物
　
　
２３

一
一　
宅
地
建
物
取
引
業
　
　
郷

〓
一　
宅
地
建
物
取
引
業
者
　
　
３０

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
制
定
の
経
緯
　
　
１２

そ
の
後
の
法
改
正
　
　
混

昭
和
五
十
五
年
の
改
正
の
経
緯

昭
和
五
十
五
年
の
法
改
正
の
背
景
　
　
１４

住
宅
宅
地
審
議
会
の
答
申
と
改
正
法
の
国
会
提
出
　
　
１６

関
係
政
省
令
の
改
正
　
　
１６

改
正
法
の
概
要
　
　
１７

今
後
の
問
題
点

概
説
　
　
１８

免
許
の
区
分
　
　
１９

暇
疵
担
保
責
任
期
間
の
延
長
　
　
２０

保
証
協
会
の
義
務
加
入
制
　
　
２０

苦
情
処
理
体
制
の
整
備
　
　
２‐

免
許
の
本
質

免
許
権
者
　
　
３２

事
務
所
　
　
３３

有
効
期
間
　
　
３５

第

二
　
免
許

の
申
請

一　
免
許
申
請
手
一

一
一　
免
許
申
請
書

〓
一　
添
付
書
類
　
　
３８

四
　
提
出
部
数
　
　
■

五
　
登
録
免
許
税
及
び
手
数
料

第
三
　
免
許
の
基
準

禁
治
産
者
、
準
禁
治
産
者
、
破
産
者
　
　
４３

免
許
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
　
　
４４

免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
の
役
員
　
　
拠

免
許
の
取
消
処
分
の
聴
聞
の
公
示
の
後
廃
業
等
の
届

出
を
し
た
者
　
　
４６

第

二
章
　
免
許

第

一　

免
許
制
度

一　
営
業
の
自
由

五 四 三 二四 三 二 一

免
許
申
請
手
続

免
許
申
請
書
　
　
箭



¬

七 六 五

第
_四 十 九 八

第     第

四 三 二 一 六
三 二 一 五

六 五 四 三 二

第
ハ

十 九 八 七

六 五 四 三 二

第
四
章
　
営
業
保
証
金

第

一　
営
業
保
証
金
制
度
の
趣
旨

第

二
　
営
業
保
証
金

の
供
託

一　
供
託
の
意
義
　
　
９２

一
一　
新
規
に
営
業
を
開
始
す
る
場
合
の
営
業
保
証
金
の
供
託
　
９３

誇
大
広
告
等
の
禁
止

趣
旨

　

皿

規
制
の
対
象
と
な
る
広
告

誇
大
広
告
等
の
基
準
　
　
１０９

十 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

刑
事
罰
処
罰
者
等
　
　
１９

不
正
不
当
行
為
を
し
た
者
　
　
５０

不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
明
ら
か

な
者
　
　
５０

法
定
代
理
人
、
役
員
等
が
欠
格
要
件
に
該
当
す
る
者
…
…
５０

専
任
の
取
引
主
任
者
に
関
す
る
要
件
を
欠
く
者
…
…
М

虚
偽
記
載
等
　
　
５２

免
許
の
効
力

免
許
証
の
交
付
等
　
　
５２

免
許
の
本
来
的
効
果
　
　
５３

免
許
の
有
効
期
間
　
　
飩

免
許
換
え
と
そ
の
効
果
　
　
飩

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
死
亡
等
と
そ
の
効
果

廃
業
等
の
届
出
と
そ
の
効
果
　
　
５５

宅
地
定
物
取
引
業
者
名
簿
等
・

宅
地
定
物
取
引
業
者
名
簿
　
　
５６

変
更
の
届
出
等
　
　
５７

名
簿
等
の
閲
覧
　
　
５８

五
　
名
義
貸
し
に
よ
る
表
示
等
の
禁
止

宅
地
建
物
取
引
主
任
者

制
度

の
趣
旨

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
の
定
義

取
引
主
任
者
の
設
置

一　
専
任
の
取
引
主
任
者

無
免
許
事
業
等

無
免
許
事
業
の
禁

表
示
等
の
禁
止

免
許
換
え
等
の
場

名
義
貸
し
の
禁
止

止
　
　
５９

ハロ　　
　
　
ｍШ

変
更
登
録
及
び
死
亡
等
の
届
出
　
　
８０

申
請
等
に
基
づ
く
登
録
の
消
除
　
　
８‐

登
録
手
数
料
　
　
Ｂ２

登
録
の
有
効
期
間
　
　
８２

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証

制
度
の
趣
旨
　
　
８２

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
証
　
　
８３

取
引
主
任
者
証
の
交
付
申
請
　
　
路

取
引
主
任
者
証
の
有
効
期
間
　
　
Ｂ４

講
習
の
受
講
　
　
８５

登
録
の
移
転
の
場
合
の
措
置
　
　
８７

書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
　
　
Ｂ７

取
引
主
任
者
証
の
返
納

・
提
出
　
　
８８

取
引
主
任
者
証
の
提
示
　
　
８９

違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
８９

取
引
主
任
考
証
の
交
付
の
規
定
の
施
行
日
及
び
経

過
措
置
　
　
８０

第
四 」 __

第
五
　
営
業
保
証
金

の
取
戻
し

一　
取
一戻
し
の
意
義
　
　
１０１

一
一　
取
戻
し
が
で
き
る
場
合

〓
一　
取
一尿
し
の
方
法
　
　
１０２

第

三
章第

一

第
二

第
三五 四 三 二

第
_五 四 三 二 一

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
専
任
の
取
引
主
任
者
の
数
　
６６

役
員
が
取
引
主
任
者
で
あ
る
場
合
の
特
例
　
　
側

専
任
の
取
引
主
任
者
が
不
足
し
た
場
合
等
の
措
置
　
　
６９

改
正
規
定
の
施
行
日
　
　
７０

第
四
　
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
資
格
試
験

第
五
章

第

一
節

第

一

第

一

業
務通

則

試
験
の
施
行
　
　
７‐

試
験
の
基
準
及
び
内
容
　
　
７‐

受
験
資
格
　
　
７２

合
格
の
取
消
し
等
　
　
７３

査
録
制
度

登
録
制
度
の
趣
旨

登
録
の
基
準
等
　
　
乳

登
録
を
行
う
都
道
府
県
知
事
　
　
７７

宅
地
定
物
取
引
主
任
者
資
格
登
録
簿

登
録
の
申
請
　
　
７７

登
録
の
移
転
　
　
７８

〓
一　
事
務
所
を
新
設
す
る
場
合
の
営
業
保
証
金
の
供
託

第
三
　
営
業
保
証
金
の
遠
付

還
付
の
意
義
　
　
粥

還
付
請
求
の
方
法
　
　
９９

営
業
保
証
金
の
不
足
額
の
供
託

営
業
保
証
金
の
保
管
替
え

一　
保
管
替
え
制
度
の
趣
旨
　
　
１００

一
一　
金
銭
の
み
を
も
っ
て
営
業
保
証
金
を
供
託
し
て
い
る

場
合
　
　
皿

〓
一　
金
銭
と
有
価
証
券
又
は
有
価
証
券
の
み
を
も
っ
て
供

託
し
て
い
る
場
合
　
　
１０１

業
務
処
理
の
原
則

65 64 63
: 98
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▼

露三二一蜜四
五 四 三 ニ ー

第
_五 五 四  三 二 一

第
七 六 五 四 三 二 一

第
十
二一二三

第
十
三一二三四

第
十
四一二三

第
十
五
　
一削
金
の
保
全

一　
趣
旨

　

‐８２

違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
‐１０

広
告

の
開
始
時
期

の
制
限

趣
旨
　
　
‐１０

制
限
の
内
容
　
　
Ⅲ

違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
‐１４

自
己
の
所
有
に
属
し
な
い
宅
地
又
は
建
物
の
売

買
契
約
締
結
の
制
限

趣
旨
　
　
出

他
人
の
物
の
売
買
に
関
す
る
民
法
の
規
定
　
　
闘

自
己
の
所
有
に
属
し
な
い
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
契

約
締
結
の
制
限
　
　
‐１６

適
用
除
外
　
　
側

連
反
に
対
す
る
措
置

取
引
態
様

の
明
示

趣
旨
　
　
‐２０

明
示
の
時
期
　
　
１２‐

違
反
に
対
す
る
措
置

媒
介
契
約
の
規
制

背
景
と
規
制
の
必
要
性
　
　
賜

契
約
内
容
の
書
面
化
　
　
‐２３

書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
　
　
‐２３

標
準
媒
介
契
約
約
款
の
概
要
　
　
‐２３

価
額
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
際
の
恨
拠
の
明
示

け
の
申
込
み
の
撤
回
等

趣
旨

　

‐６３

申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
る
場
合
　
　
１６４

申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
く
な
る
場
合

申
込
み
の
撒
回
等
の
方
式
　
　
１７０

申
込
み
の
撤
回
等
の
効
果
　
　
１７０

違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
ｍ

経
過
措
置
　
　
１７２

損
害
賠
償
額

の
予
定
等

の
制
限

趣
旨

　

‐７２

規
制
の
内
容
　
　
１７４

違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
１７５

手
付

の
額

の
制
限
等

手
付
の
種
類
等
　
　
闘

解
約
手
付
性
の
付
与

手
付
の
額
の
制
限
　
　
悧

解
除
の
効
果
　
　
悧

瑕
疵
担
保
責
任

に
つ

趣
旨
　
　
‐８０

瑕
疵
担
保
責
任
を
負
う
べ

そ
の
他

　

Ｗ

専
任
媒
介
契
約
の
規
制

代
理
契
約
へ
の
準
用

違
反
に
対
す
る
措
置

施
行
日
　
　
‐３７

重
要
事
項
の
説
明

趣
旨

　

‐３７

説
粥
の
相
手
方
　
　
１３Ｂ

説
明
の
時
期
　
　
削

説
明
す
べ
き
事
項
　
　
１３８

説
明
の
方
法
　
　
肌

違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
Ы

供
託
所
等
に
関
す
る
説
明

契
約
締
結
等
の
時
期
の
制
限

趣
旨
　
　
‐５７

制
限
を
受
け
る
行
為

違
反
に
対
す
る
措
置

書
面
の
交
付

‐２
　
　
　
　
　
　
一　
趣
旨

　

‐５，

一
一　
交
付
の
相
手
方
等
　
　
‐５９

〓
一　
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
　
　
剛

四
　
取
引
主
任
者
に
よ
る
記
名
押
印
　
　
‐６３

五
　
違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
鮒

第
十

一
　

事
務
所
等
以
外

の
場
所
に
お
い
て
し
た
買
受

‐６３
　
　
　
　
　
　
　
一一　
前
金
の
範
囲
　
　
田

〓
一　
保
全
措
置
の
内
容
　
　
胆

四
　
保
全
義
務
の
例
外
　
　
１８８

五
　
保
全
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
の
措
置
　
　
硼

第
十
六
　
宅
地
又
は
建
物

の
割
賦
販
売

の
契
約

の
解
除

等
の
制
限

一　
趣
旨
　
　
剛

い
て
の
特
約
の
制
限

…
…
。
１１０

き
期
間
　
　
ｍ

一
一　
催
告
の
期
間
及
び
方
法

第
十
七
　
所
有
権
留
保
等

の
禁
止

一　
趣
旨

　

‐９２

一
一　
所
有
権
留
保
の
禁
止
　
　
１９３

〓
一　
譲
渡
担
保
の
禁
止
　
　
１９５

第
_七

九 八 七

136 13S

竿
三 二 一

完 棄
六 五 四 三 二

四
　
提
携

ロ
ー
ン
付
売
買
に
お
け
る
所
有
権
留
保
の
禁
止
　
　
１９５

五
　
提
携

ロ
ー
ン
付
売
買
に
お
け
る
譲
渡
担
保
の
禁
止
　
　
１９８

一ハ
　
違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
１９９

第
十
八
　
不
当
な
履
行
遅
延

の
禁
止

一　
趣
旨

　

‐９９

一
一　
辰
行
遅
延
行
為
　
　
２００

〓
一　
違
反
に
対
す
る
措
置
　
　
２００

第
十
九
　
秘
密
を
守
る
義
務

一　
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
守
秘
義
務
　
　
加

使
用
人
等
の
守
秘
義
務

宅
地
建
物
取
引
業
者
の

守
る
べ
き
秘
密
の
範
囲

158 158



四
　
違
反
に
対
す
る
措
置

第
二
十
　
報
酬

一　
趣
旨
　
　
２０３

一
一　
報
酬
額
に
つ
い
て
の
規
則
　
　
２０‐

〓
一　
報
酬
額
の
制
限
に
違
反
し
た
場
合

四
　
報
酬
額
の
掲
示
　
　
朋

五
　
報
酬
に
係
る
諸
問
題
　
　
朋

第

二
十

一　

業
務

に
関
す
る
禁
止
事
項

一　
趣
旨

　

２０７

一
一　
重
要
な
事
実
の
不
告
知
等
　
　
朋

〓
一　
不
当
に
高
額
の
報
酬
の
要
求
の
禁
止

四
　
手
付
貸
与
の
禁
止
　
　
朋

第
二
十
二
　
証
明
書
の
携
帯
等

一　
従
業
者
の
証
明
書
の
携
帯
　
　
２０９

一
一　
業
者
の
発
行
す
る
取
引
主
任
者
証
明
書
の
廃
止

〓
一　
証
明
書
の
提
示
　
　
則

四
　
違
反
に
対
す
る
措
置

第

二
十
三
　
帳
簿

の
備
付
け

一　
趣
旨
　
　
２‐‐

一
一　
記
載
事
項
　
　
２‐‐

〓
一　
違
反
に
対
す
る
措
置

第

二
十
四
　
標
識

の
掲
示
等

一　
標
識
の
掲
示
　
　
２‐２

第 第

六 五 四 三 二 一 四 三 六

案
内
所
等
の
届
出

違
反
に
対
す
る
措

指
定

保
証
機

関

制
度
の
趣
旨

保
証
協
会

の
監
督

事
業
計
画
書
の
承
認

事
業
報
告
書
の
提
出

報
告
及
び
検
査

役
員
の
選
任
等

改
善
命
令
　
　
２５０

解
任
命
令
　
　
２５０

指
定
の
取
消
し
等

が
で
き
る
場
合
　
　
２５３

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
指
示

の
停
止

業
務
停
止
処
分
が
で
き
る
場
合
　
　
２５５

一　
他
の
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
業
務
停
止
処
分

第

三

免
許
の
取
消
し

第
五
章
の
二
　
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会

第

一　
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会

制
度
の
趣
旨
　
　
２３３

指
定
の
申
請
　
　
朋

指
定
の
基
準
　
　
２３４

指
定
の
公
告
等

保
証
協
会

の
業
務

概
要
　
　
２３８

苦
情
の
解
決
　
　
剛

研
修
　
　
別

第

五 四 三 二 一
~四

三 二 一

250 249

219 219

弁
済
業
務
及
び

一
般
保
証
業
務
　
　
２３７

宅
地
尾
物
取
引
業
の
健
全
な
発
達
を
図
る
た
め
必
要

な
業
務
の
新
設
　
　
２３７

業
務
の
一
部
委
託
　
　
別

社
員
の
加
入
等

弁
済
業
務

弁
済
業
務
の
趣
旨
　
　
別

弁
済
業
務
保
証
金
分
担
金
　
　
別

弁
済
業
務
保
証
金
の
供
託
　
　
�

弁
済
業
務
保
証
金
の
還
付
等
　
　
麗

弁
済
業
務
保
証
金
の
墓
尿
し
等
　
　
２４４

弁
済
業
務
保
証
金
準
備
金
の
積
立
等
　
　
猟

・
獅240 23,

第
_五 八 七二三

第
六

馴

　

　

　

　

　

　

　

　

一二三四五六七

第
六
章第

一

第
一

監
督

指
示

指
示

一　
他
の

業
務

二三

第
二
節

第

一

第

一
第
~ 

四 三

第    第

五 四 三 二 一 五 二 _四 三 二 一

214 213

指
定
の
性
格
　
　
２‐Ｓ

指
定
の
申
請
　
　
２‐６

指
定
の
基
準
　
　
２‐９

事
業
の
不
開
始
等
に
基
づ
く
指
定
の
取
消
し
等

指
定
保
証
機
関
の
経
理

責
任
準
備
金
の
計
上
　
　
２２３

支
払
備
金
の
積
立
て
　
　
２２４

保
証
基
金
　
　
閉

指
定
保
証
機
関

の
業
務
運
営

兼
業
の
制
限
　
　
２２６

契
約
締
結
の
禁
止
　
　
２２７

指
定
保
証
機
関
に
対
す
る
監
督

改
善
命
令
　
　
２２８

指
示
　
　
閉

指
定
の
取
消
し
又
は
事
業
の
停
止

事
業
報
告
書
等
の
提
出
　
　
馴

報
告
及
び
検
査
　
　
２３２

営
業
保
証
金
の
供
託
の
免
除
等
　
　
別

社
員
の
地
位
を
失
っ
た
場
合
の
営
業
保
証
金
の
供
託
…
…
別

一
般
保
証
業
務

概
要
　
　
２‐７

承
認
申
請
　
　
２４７

経
理
　
　
別

223240断3255297
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第
七
章
　
雑
則

第

一　
宅
地
建
物
取
引
業
審
議
会

免
許
の
取
消
し
が
で
き
る
場
合
　
　
朋

所
在
不
明
等
の
場
合
に
お
け
る
免
許
取
消
し

取
引
主
任
者
等
に
対
す
る
監
督
処
分

趣
旨

　

朋

取
引
主
任
者
と
し
て
す
べ
き
事
務
の
禁
止

登
録
の
消
除
　
　
２６‐

監
督
処
分
の
公
告
等

監
督
処
分
の
公
告

免
許
権
者

へ
の
通
知
等

指
導
等

報
告
及
び
倹
査

一　
宅
地
建
物
取
引
業
を
営
む
者
に
対
す
る
報
告
の
要
求

及
び
検
査
　
　
２６５

一一　
取
引
主
任
者
に
対
す
る
報
告
の
要
求
　
　
２６６

〓
一　
身
分
証
明
書
の
携
帯
等
　
　
別

第
四
　
信
託
会
社
等
に
関
す
る
特
例

第
五
　
適
用

の
除
外

一　
国
及
び
地
方
公

一
一　
業
者
間
取
引
の

第
二
　
宅
地
定
物
取
引
業
協
会
及
び
宅
地
建
物
取
引
業

協
会
連
合
会

第
三
　
免
許
の
取
消
し
等
に
伴
う
取
引
の
結
了

第
八
章
　
中副
則

参
考
資
料

Ｏ
宅
地
建
物
取
引
業
法
　
　
２７６

０
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
　
　
削

○
毛
地
建
物
取
引
業
者
営
業
保
証
金
規
則
　
　
血

○
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
弁
済
業
務
保
証
金
規
則
　
　
４０８

都
道
府
県
知
事
が
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
十

一
条
の
三
第
三
頂

第

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能

力
を
有
す
る
者
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
場
合
の
基
準
　
　
側

Ｏ
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
等
に
関
し
て
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
の
額
　
　
Ｗ

Ｏ
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
に
対
す
る
講
習
の
実
施
要
領
　
　
４‐４

０
標
準
媒
介
契
約
約
款
　
　
４‐６

265 Z65 263 262268 267

共
団
体

へ
の
適
用
除
外

適
用
除
外
　
　
２７‐

宅
地
建
物
取
引
業
法
の
解
説


